
○大府市営農振興事業費補助金等交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、農業者の組織する団体等が行う営農振興対策に要する経費に対し、

予算の範囲内において交付する大府市営農振興事業費補助金等（以下「補助金等」とい

う。）に関し、大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象経費等） 

第２条 この要綱に基づき交付する補助金等の種類、補助対象経費、対象団体等及び補助

率等は、別表第１のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象事業に係る経費のうち別表第２に定めるものは、

補助対象外経費とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、大府市税を滞納している者には、次に掲げる補助金等を

交付しない。 

⑴ 農業振興資金利子補給事業補助金 

⑵ 酪農活性化乳用牛導入対策事業補助金 

⑶ 酪農活性化乳用牛自家育成事業補助金 

（交付申請の時期等） 

第３条 規則第４条の規定により補助金等の交付の申請をしようとする者は、同条に定め

る補助金等交付申請書に事業計画書、予算書等を添えて、市長が別に定める期日までに

市長に提出しなければならない。この場合において、補助金等交付申請書により事業計

画及び予算の内容が確認できるときは、補助金等交付申請書の提出をもって事業計画書

及び予算書の提出があったものとみなす。 

附 則 

この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１２年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 



附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（適用期限） 

２ 別表に掲げるたまねぎ黒腐れ菌核病防除事業補助金については、平成２９年３月３１

日までに申請されたものについて適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月２８日から施行し、同年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条関係） 
 

 補助金等の種類 補助対象経費等 
対象団体

等 
補助率等 

１ 

農業振興資金利

子補給事業補助

金 

知事の許可を受けて農家が借

り入れた農業制度資金の利子

補給 

農業生産

者団体等 

貸付金の１／１００以内 

（５年間） 

２ 

災害復旧支援資

金利子補給事業

補助金 

災害による被害のため、農家

が借り入れた農業近代化資金

等、市が認める農業関係資金

の利子補給 

農業生産

者団体等 

・利子相当額（５年間） 

・被災した日から３か月

以内に借り入れたもの

に限る。 

・ＪＡ農家経営資金（災

害復旧融資）について

は、３年間 



３ 
野菜生産出荷安

定事業補助金 

国・県の野菜価格安定制度に

よる基金に対し、各農家が負

担する経費 

農業生産

者団体等 
事業費の１／３以内 

４ 

露地野菜等優良

品種検討事業補

助金 

⑴ 露地野菜及び施設園芸野

菜の優良品種の統一及び優

良産地形成の推進を図るた

めに必要な経費 

⑵ 伝統野菜の保存に係る試

験栽培及び種子確保の取組

を図るために必要な経費 

農業生産

者団体等 
事業費の１／３以内 

５ 
鶏自衛防疫事業

補助金 

鶏の法定伝染病であるニュー

カッスル病を防ぐため、各農

家が行う予防注射に対する助

成金 

農業生産

者団体等 
事業費の１／３以内 

６ 

酪農活性化乳用

牛導入対策事業

補助金 

酪農経営の活性化を図り、安

定した生乳の供給を行うた

め、搾乳用素牛の導入に対す

る助成金 

農業生産

者団体等 
２５,０００円／頭 

７ 

酪農活性化乳用

牛自家育成事業

補助金 

酪農経営の活性化を図り、乳

用牛を自家育成することによ

り、経営の安定及び優良品種

の育成技術の推進に対する助

成金 

農業生産

者団体等 
１５,０００円／頭 

８ 
家畜糞尿処理事

業補助金 

家畜糞尿の適正な処理及び公

害防止を図るためのＪＡ総合

有機センター利用に対する助

成金 

農業生産

者団体等 
事業費の１／３以内 

９ 

牛 海 綿 状 脳 症

（ＢＳＥ）全頭

検査補助金 

牛海綿状脳症のまん延を防止

するため、死亡牛に対して行

う検査や処理に対する経費 

農業生産

者団体等 
８,５００円／頭 

10 
畜産クラスター

事業補助金 

愛知県知事の認定を受けた畜

産クラスター計画に基づき、

地域の畜産の収益性の向上に

資する次の（１）から（５）

までに掲げる施設及び当該施

設と一体的に整備する設備の

整備に要する経費 

（１）家畜飼養管理施設 

（２）家畜排せつ物処理施設 

（３）自給飼料関連施設 

（４）畜産物加工、展示・販

売施設 

（５）（１）から（４）まで

の施設の補改修 

農業生産

者団体等 

補助対象経費の１／２以

内。ただし、施設等の整

備に当たっては、原則と

して国が示す基準事業費

を 補 助 対 象 の 上 限 と す

る。 

11 
農畜産物品評会

補助金 

農畜産物品評会の開催に要す

る経費 

農業生産

者団体等 
予算で定める額 



12 
愛知用水管理区

協議会交付金 

愛知用水管理区の運営、愛知

用水管ポンプ維持、電気料、

水路の修繕等に要する経費 

愛知用水

管理区協

議会 

予算で定める額 

13 
ほ場整備事業補

助金 
ほ場整備に要する経費 

工区及び

工区に準

ずる組合

等 

・事業費の５％以内 

・調査測量設計の１００％

以内 

〔補助のない場合〕 

・事業費の１０％以内 

・換地費は０％ 

・調査測量設計の１００％

以内 

14 
かんがい排水事

業補助金 

かんがい排水に要する経費

（国･県補助事業に限る。） 

工区及び

工区に準

ずる組合

等 

・補助率は９０％以内。

ただし、地元負担は

１０％ 

・調査測量設計の１００％

以内 

15 

農業用用水路維

持修繕工事補助

金 

工区用水幹線水路維持補修に

要する経費 

工区及び

工区に準

ずる組合

等 

事業費の１００％以内 

 

別表第２（第２条関係） 

費目等 備考 

人件費 
団体運営のための人件費。ただし、事業を推進するために必要な

人件費は補助対象とする。 

報酬・報償費 

補助対象事業者の構成員に対する報酬・報償費（物品や金券の類

なども実質、報酬・報償費であれば含む。）。ただし、補助金等に

関して、国、県が補助対象経費として認めている場合は補助対象

とする。 

交際費 団体利益のために外部団体等との交渉に要する費用等 

慶弔費 全て 

食糧費 補助事業団体の構成員の飲食代 

懇親会費 全て 

役務費 
電話代、インターネット代等。ただし、補助事業のみに係る経費

であることが明らかな場合は補助対象とする。 

使用料・賃借料 
コピー機リース料等。ただし、補助事業のみに係る経費であるこ

とが明らかな場合は補助対象とする。 

研修費 
視察研修や会員だけの研修。ただし、事業の性質上、真に必要と

認められる場合は補助対象とする。 

積立金 すべて 

備品購入費 

パソコン、プリンター等の汎用備品。ただし、事業遂行上必要な

物品で、リース等による対応が困難と認められ、かつ、処分制限

期間の間、適切に管理でき、補助対象事業のみで使用するものは

補助対象とする。 

負担金等 上部への負担金や加入組織の会費等に係る経費。ただし、下部組



織である分科会等に助成金などの名目で支出する場合は、事業内

容を精査の上補助対象とする。 

その他 

補助対象事業以外の事業も実施している団体の総会に係る経費 

補助対象事業にかかる経費であることが明らかでない経費 

証拠書類によって金額等が確認できない経費 

その他社会通念上、公金で賄うことがふさわしくない経費 

 

 

 


